
　

や
恩
給
に
関
し
て
疑
問
に
思
っ

　

て
い
る
こ
と

※
事
前
申
込
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
相
談
内
容
に
関
す
る
資
料

を
お
持
ち
の
か
た
は
持
参
く
だ
さ

い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
庁
社
会
福
祉
課

　

☎
０
９
９
（
２
８
６
）
２
８
２
８

高
齢
者
の
口
腔
ケ
ア
講
演
会

　

出
水
郡
歯
科
医
師
会
で
は
、
出

水
地
区
歯
科
保
健
合
同
研
修
会
と

し
て
、「
高
齢
者
の
口
腔
ケ
ア
は

な
ぜ
大
切
か
」
を
演
題
に
講
演
会

を
開
催
し
ま
す
。

○
日
時
＝
7
月
28
日
（
土
）

　
　
　
　

午
後
3
時
～
5
時

○
会
場
＝
鶴
丸
会
館
（
出
水
市
）

○
入
場
料
＝
無
料

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

出
水
郡
歯
科
医
師
会
学
術
担
当

　
　
　
　

   

（
石
沢
歯
科
医
院
内
）

　

☎
（
84
）
４
４
１
１

巡
回
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ん
で
も
相
談
会

　

か
ご
し
ま
県
民
交
流
セ
ン

タ
ー
で
は
、
国
の
新
し
い
公
共
支

援
事
業
の
基
金
を
活
用
し
た
「
巡

回
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ん
で
も
相
談
会
」
を

開
催
し
ま
す
。
こ
の
相
談
会
は
自

治
会
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
団
体
な
ど
を
対
象
に
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

な
ど
の
経
営
活
動
の
実
務
に
詳
し

い
専
門
家
に
よ
る
相
談
会
と
な
っ

て
い
ま
す
。

○
日
時
＝
7
月
19
日
（
木
）

　
　
　
　

午
前
10
時
～
正
午

　
　
　
　

午
後
1
時
～
3
時

○
会
場

　

出
水
市
中
央
公
民
館
学
習
室
１

○
相
談
料
＝
無
料

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
設
立
・
運
営
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
９
（
２
０
６
）
１
３
９
３

放
送
大
学
10
月
生
募
集

　

放
送
大
学
で
は
、
平
成
24
年
度

第
２
学
期
（
10
月
入
学
）
の
学
生

を
募
集
し
ま
す
。
放
送
大
学
は
、

テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
の
放
送
を
通
し

て
学
ぶ
遠
隔
教
育
の
大
学
で
す
。

心
理
学
、
福
祉
、
経
済
、
歴
史
、

文
学
、
自
然
科
学
な
ど
、
幅
広
い

分
野
を
学
べ
ま
す
。
働
き
な
が
ら

学
ん
で
大
学
を
卒
業
し
た
い
、
学

び
を
楽
し
み
た
い
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
目
的
で
幅
広
い
世
代
、
職
業

の
か
た
が
学
ん
で
い
ま
す
（
資

料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い
ま

す
）。

○
出
願
期
限
＝
８
月
31
日

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

放
送
大
学
鹿
児
島
学
習
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
９
（
２
３
９
）
３
８
１
１

節電は一人ひとりの心がけ
　九州電力では、原子力発電所の
運転停止に伴い今年の夏は供給力
が不足し、電力需給はきわめて厳
しい状況が予想されます。そこで
同社では、電力供給力確保のため
次のとおり節電協力をお願いする
ことになりましたので、皆さまの
ご理解とご協力をお願いします。
◆需給のひっ迫が予想される、7
月 2 日（月）から９月 7 日（金）
の平日、午前９時から午後８時ま
でについて「一昨年から△ 10％
程度以上」の節電協力（８月 13
日から 15 日は除く）。
◆電力需要がピークに達する時間
帯の午後 1 時から午後５時につい
ては、重点的な節電協力。
◆上記期間時間帯以外につきまし
ても、生活に支障のない範囲での
節電協力。

◎問い合わせ先
　九州電力㈱出水営業所
　☎ 0120（986）801

不
動
産
取
得
税
の
課
税
の
仕

組
み

　

土
地
や
家
屋
を
購
入
し
た
り
、

家
屋
を
新
築
す
る
な
ど
し
て
不
動

産
を
取
得
さ
れ
た
か
た
に
は
、
不

動
産
取
得
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

取
得
し
た
不
動
産
が
一
定
の
要
件

を
満
た
す
場
合
、
県
へ
申
告
し
、

税
の
減
額
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
詳
し
く
は
、
最
寄
り
の
地

域
振
興
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

○
一
定
の
要
件

　

・
住
宅
の
規
模

　

・
土
地
と
住
宅
の
取
得
時
期

　

・
災
害
な
ど
で
減
失
ま
た
は
損

　

壊
し
た
場
合
な
ど

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

 

北
薩
地
域
振
興
局
県
税
課

　

☎
０
９
９
６
（
25
）
５
２
０
６

17 広報ながしま


